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のんき祭りの会場で可愛いブローチが販売されてい
ました。なんと白樺の樹皮で作ったブローチです。白
い外皮をはがして内側の滑らかな樹皮だけを使って、
編み込みやリンゴ，鹿の形にくりぬいて張り付けたも
のなど、ブローチ、イヤリング、雨トラップなどに加
工してありました。樹皮の自然な色合いが魅力です。
「白樺高原の特産品にしたい」と開発。今作り手を募
集中です。

袋に入っているため少
しはっきりしませんが。

⓵「黒い雨」裁判、原告
全員が救済対象に。
原爆投下に伴って凄まじい爆風とその後に

降り注いだ「黒い雨」。政府の決めた範囲以
外でも放射能を含んだ雨を浴びた人たちが、
「『被爆者」として認め、医療保障などの健
康支援や生活支援の対象にしてほしい」と訴
え、「被爆者として」が正式に認定されまし
た。これにより、原告全員84人がようやく被
爆者として認められ、被爆者手帳が交付され、
医療保障や生活保障に道が開かれました。
「黒い雨」を浴びたり、その灰の降り注い

だ川の水や畑の作物により内部被ばくした住
民の訴えがようやく75年ぶりに認められまし
た。亡くなった原告も16人。救済されること
なく、苦しみの連続だったことを思うと言葉
もありません。

相次いで嬉しい判決！運動が実りましたね。😊
⓶安曇野特養での死亡事故、
准看護師に逆転無罪判決
おやつに与えたドーナツにより特養の入所

者を窒息死させたとして担当だった准看護師
が罪に問われ、無罪を求めて署名など大きな
運動を続けていましたが、東京高裁は松本地
裁の判決を覆し、完全無罪を言い渡し、勝訴
となりました。
ドーナツと死亡との因果関係や伝達申し送

りの有無、注意義務違反かどうかなどが争点
となりましたが「ドーナツで窒息する危険性
が予想できたとは言えない」として無罪と
なったものです。
国民救援会佐久支部でもこの事件に取り組

み、署名運動などを展開して支えました。
食事は精神的な満足感や安らぎを得るため

にも有用かつ重要」とした判断は入所者に楽
しみを届けようと努力している現場を励まし
たと思います。

権現の湯、浴室天井部
から落下物事故！
7月24日の全員協議会に「落下物あ

り」の報告がありました。
同日、午前11頃、男性浴室の天井か

ら部品の一部が外れて落下、利用者が
フロントに届けて事故が発覚。利用者
にケガはありませんでした。直ちに三
矢工業の担当者が駆けつけ、目視で安
全の確認を行い不具合がなかったため、
営業を続けたということです。30日
（木）の休業日に、足場を組んで修繕
と安全点検を行う予定。
議会で問題にしたのは、「6月下旬に

取れかかっていることを確認」してい
たにもかかわらず、直ちに「立ち入り
禁止」の措置や是正措置を取らなかっ
たこと、危機意識の欠如です。

皮を編んだブロー
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第20回多津衛先生をしのぶ会
8月8日（土）午後2時～
お話 窪島誠一郎さん

（デッサン館・無言館・残照館館主）

庭で焼肉と野菜と飲み物で懇談会も
場所 多津衛民芸館

参加費 500円 40人程度
申し込み （５３）０２３４ 民芸館

090-1507-2117（吉川）

山の観光事業の指定管理者は、樫山スノーテックに。
議決。今年の冬のシーズンから、地元企業と新たに会社
設立の意向

波田のスイカ おとどけします。
私の実家は松本市波田町にあり、親せ

きがスイカ農家。産地直送で、自宅まで
お届け。今年も良い出来です。お盆前に
お届けします。☎（56）2868 村田まで

２Ｌサイズ
２，５００円

ジュワツ！

・白樺高原国際スキー場、白樺2in1、御泉水自然園の3か所を管
理運営する指定管理者として樫山スノーテック株式会社（佐久市
根々井15番地10）に決定。期間は令和2年11月1日から令和7年3月
31日まで とすることを議会で議決。

・指定管理の条件（募集要項）の概要・主として経費の面で
①3か所の使用料は指定管理者の収入に。

収入 ２億3500万円～2億7100万円（2015～2018年）
経費 およそ2億4000万円～2億4700万円

（*減価償却費+資産減耗費を除く）
②費用負担
指定管理にかかる費用は 原則として指定管理者
資本的経費*に掛かる費用は、協議の上、立科町負担
*大規模改修など 約4200万～8000万円 （2015～2018年）

a 御泉水自然園ビジターセンター、観光センターについて50
万円以下は指定管理者、超えるものは町負担、
ｂ、御泉水自然園の整備は 町負担
ｃ、3施設の消防部品の交換、維持補修に掛かる費用のうち、年
間2,000万円までは指定管理者、それを超えて500万円までは協議
の上、立科町負担。
d、施設使用料、年額1,000万円…指定管理者
e、敷地使用料 800万円 …指定管理者
ｆ、建物共済と自動車共済掛金、リース料など約870万円…指定
管理者
ｇ、指定管理納付金…営業利益に対する一定割合を年度末に納入

◎指定管理の条件として、
管理料は支払わず、営業
活動の中での収益を当て
てもらうこととしています。

◎さらに営業利益が出た
場合には一定の割合0～
1％を納付してもらうよう
協議する、としています。

前もって議会は、選定
委員会の議事録の公開
を要求し、ヒアリング
の点数、そして議論の
要旨を公開しました。
その中で、樫山ス

ノーテックは、「地元
の3者と新会社を作って
指定管理をしたい」と
の意向が示されていま
した。また、長く運営
に携わりたいとの発言
もありました。

私は、「新会社を作ったのちに指定管理に応募すべきではないのか。樫山スノーテックは製造、メンテ
ナンスの会社であり、スキー場経営の実績に乏しいのではないか」などの理由で反対しました。賛成多
数で可決、指定管理者として決まりました。
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